
協議第１2 号 
 
   慣行の取扱い（その 1）について 
 
 慣行の取扱い（その１）について提出する。 
 
   平成１６年 6 月 13 日提出 
 
 
                 
                  神崎町・大河内町合併協議会 
                   会  長  足 立 理 秋 
 
 
協定項目 

 

 
19 

 
慣行の取扱い（その１）について 

 
 1 町民憲章、宣言については、新町において、検討機関を設け調整する。 
 
 2 町花、町木については、新町において、検討機関を設け調整する。 
 

3 町章については、合併時に定めるものとする。 
 

 4 音頭については、新町において、検討機関を設け調整する。 
 
 5 キャッチフレ－ズについては、新町において総合（振興）計画が策定 
  される時に制定する。 
 
 
※慣行とは・・・従来からのならわしとして行われること。（広辞苑） 
 
 
 
平成１６年 6 月１３ 確認・継続審議 
 
 


